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(57)【要約】
　本開示は、複数個の三次元の研磨複合体を有し、ポリマー結合剤と１，０００ナノメー
トル（ｎｍ）以下の体積平均径を有する複数個のナノ微粒子無機充填剤粒子とを含むマト
リックス材料中に分散した研磨粒子を含む、固定研磨物品に関する。いくつかの実施形態
では、研磨粒子の体積平均径は、５００ｎｍ未満であり、無機充填剤粒子の体積平均径は
、２００ｎｍ以下である。非セリア研磨粒子を使用した他の実施形態では、マトリックス
材料の量と非セリア研磨粒子の量の比率は、体積基準で少なくとも２である。非セリア研
磨粒子を使用した別の実施形態では、非セリア研磨粒子の量と無機充填剤粒子の量の比率
は、体積基準で３以下である。本開示により固定研磨物品を作製及び使用する方法も提供
される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定研磨物品であって、
　前記研磨物品に固定された複数個の三次元の研磨複合体を含み、
　前記磨剤複合体が、マトリックス材料中に５００ナノメートル（ｎｍ）未満の体積平均
径を有する複数個の研磨粒子を含み、
　前記マトリックス材料が、ポリマー結合剤と２００ナノメートル以下の体積平均径を有
する複数個の無機充填剤粒子とを含む、固定研磨物品。
【請求項２】
　前記無機充填剤粒子が、２５ｎｍ以下の体積平均径を有する、請求項１に記載の固定研
磨物品。
【請求項３】
　前記無機充填剤粒子が、シラン類、チタン酸塩類、ジルコン酸塩類、有機リン酸塩類、
有機スルホン酸塩類、及びそれらの組み合わせから選択される表面処理剤を有する、請求
項１に記載の固定研磨物品。
【請求項４】
　前記研磨粒子が、アルミナ、セリア、シリカ、ジルコニア、炭化ホウ素、窒化ケイ素、
立方晶窒化ホウ素、ダイヤモンド類、又はそれらの組み合わせを含む、請求項１に記載の
固定研磨物品。
【請求項５】
　前記無機充填剤粒子が、シリカ、アルミナ、チタニア、ジルコニア、ガラス、又はそれ
らの組み合わせを含む、請求項１に記載の固定研磨物品。
【請求項６】
　裏材、接着剤、及びサブパッドの１つ以上を更に含む、請求項１に記載の固定研磨物品
。
【請求項７】
　２００ナノメートル以下の体積平均径を有する前記無機充填剤粒子をポリマー結合剤中
に分散させ前記マトリックス材料を形成する工程と、
　５００ｎｍ未満の体積平均径を有する前記研磨粒子を前記マトリックス材料中に分散さ
せる工程と、
　前記マトリックス材料中に分散した前記研磨粒子を含む前記複数個の三次元の研磨複合
体を形成する工程と、を含む、請求項１に記載の前記固定研磨物品を作製する方法。
【請求項８】
　加工物を提供する工程と、
　前記加工物を請求項１に記載の前記固定研磨物品と接触させる工程と、
　所望により液体媒質の存在下で前記加工物及び前記固定研磨物品を相対的に移動させる
工程と、
　を含む、請求項１に記載の前記固定研磨物品を使用する方法。
【請求項９】
　固定研磨物品であって、前記研磨物品に固定された複数個の三次元の研磨複合体を含み
、
　前記研磨複合体が、マトリックス材料中に複数個の非セリア研磨粒子を含み、
　前記マトリックス材料が、ポリマー結合剤と１，０００ｎｍ以下の体積平均径を有する
複数個の無機充填剤粒子とを更に含み、
　マトリックス材料の量と非セリア研磨粒子の量の比率が、体積基準で少なくとも２：１
である、固定研磨物品。
【請求項１０】
　非セリア研磨粒子の前記量と無機充填剤粒子の前記量の比率が、体積基準で多くて３：
１であり、ポリマー結合剤の前記量と非セリア研磨粒子の前記量の比率が、体積基準で少
なくとも２：１である、請求項９に記載の固定研磨物品。
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【請求項１１】
　前記非セリア研磨粒子が、多くて４０マイクロメートルの体積平均径を有する、請求項
９に記載の固定研磨物品。
【請求項１２】
　前記無機充填剤粒子が、２００ｎｍ以下の体積平均径を有する、請求項９に記載の固定
研磨物品。
【請求項１３】
　前記無機充填剤粒子が、シラン類、チタン酸塩類、ジルコン酸塩類、有機リン酸塩類、
有機スルホン酸塩類、及びこそれらの組み合わせから選択される表面処理剤を有する、請
求項９に記載の固定研磨物品。
【請求項１４】
　前記非セリア研磨粒子が、アルミナ、シリカ、ジルコニア、炭化ホウ素、窒化ケイ素、
立方晶窒化ホウ素、ダイヤモンド類、又はそれらの組み合わせを含む、請求項９に記載の
固定研磨物品。
【請求項１５】
　前記無機充填剤粒子が、シリカ、アルミナ、チタニア、ジルコニア、ガラス、又はそれ
らの組み合わせを含む、請求項９に記載の固定研磨物品。
【請求項１６】
　裏材、接着剤、及びサブパッドの１つ以上を更に含む、請求項９に記載の固定研磨物品
。
【請求項１７】
　１，０００ナノメートル以下の体積平均径を有する前記無機充填剤粒子を前記ポリマー
結合剤中に分散させ前記マトリックス材料を形成する工程と、
　前記非セリア研磨粒子を前記マトリックス材料中に分散させマトリックス材料の前記量
と非セリア研磨粒子の前記量の比率が体積基準で少なくとも２：１である工程と、
　前記マトリックス材料中に分散した前記非セリア研磨粒子を含む前記複数個の三次元の
研磨複合体を形成する工程と、を含む、請求項９に記載の前記固定研磨物品を作製する方
法。
【請求項１８】
　加工物を提供する工程と、
　前記加工物を請求項９に記載の前記固定研磨物品と接触させる工程と、
　所望により液体媒質の存在下で前記加工物及び前記固定研磨物品を相対的に移動させる
工程と、
　を含む、請求項９に記載の前記固定研磨物品を使用する方法。
【請求項１９】
　固定研磨物品であって、前記研磨物品に固定された複数個の三次元の研磨複合体を含み
、
　前記研磨複合体が、マトリックス材料中に複数個の非セリア研磨粒子を含み、
　前記マトリックス材料が、ポリマー結合剤と１，０００ｎｍ以下の体積平均径を有する
複数個の無機充填剤粒子とを更に含み、
　非セリア研磨粒子の前記量と無機充填剤粒子の前記量の比率が、体積基準で３：１以下
である、固定研磨物品。
【請求項２０】
　マトリックス材料の前記量と非セリア研磨粒子の前記量の比率が、体積基準で少なくと
も２：１であり、ポリマー結合剤の前記量と非セリア研磨粒子の前記量の比率が、体積基
準で少なくとも２：１である、請求項１９に記載の固定研磨物品。
【請求項２１】
　前記非セリア研磨粒子が、１，０００ｎｍ以下の体積平均径を有する、請求項１９に記
載の固定研磨物品。
【請求項２２】
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　前記無機充填剤粒子が、２００ｎｍ以下の体積平均径を有する、請求項１９に記載の固
定研磨物品。
【請求項２３】
　前記非セリア研磨粒子が、アルミナ、シリカ、ジルコニア、炭化ホウ素、窒化ケイ素、
立方晶窒化ホウ素、ダイヤモンド類、又はそれらの組み合わせを含む、請求項１９に記載
の固定研磨物品。
【請求項２４】
　前記無機充填剤粒子が、シリカ、アルミナ、チタニア、ジルコニア、ガラス、又はそれ
らの組み合わせを含む、請求項１９に記載の固定研磨物品。
【請求項２５】
　裏材、接着剤、及びサブパッドの１つ以上を更に含む、請求項１９に記載の固定研磨物
品。
【請求項２６】
　１，０００ナノメートル以下の体積平均径を有する前記無機充填剤粒子を前記ポリマー
結合剤中に分散させ前記マトリックス材料を形成する工程と、
　前記非セリア研磨粒子を前記マトリックス材料中に分散させ、非セリア研磨粒子の前記
量と無機充填剤の前記量の比率が体積基準で３：１以下である工程と、
　前記マトリックス材料中に分散した前記非セリア研磨粒子を含む複数個の三次元の研磨
複合体を形成する工程と、を含む、請求項１９に記載の前記固定研磨物品を作製する方法
。
【請求項２７】
　加工物を提供する工程と、
　前記加工物を請求項１９に記載の固定研磨物品と接触させる工程と、
　所望により液体媒質の存在下で前記加工物及び前記固定研磨物品を相対的に移動させる
工程と、を含む、
　請求項１９に記載の前記固定研磨物品を使用する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この開示は、ナノ微粒子充填剤を含む固定研磨物品並びにこれらの物品を作製及び使用
する方法に関する。本開示は、更にウエハの化学的機械的平坦化（ＣＭＰ）プロセスに有
用な固定研磨物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　研磨物品は、半導体ウエハ研磨、微細電気機械（ＭＥＭｓ）デバイス製作、ハードデイ
スクドライブ用基材の仕上げ、光学繊維及びコネクタの研磨、並びにその類などの微細仕
上げ用途にしばしば使用される。例えば、集積回路の製造時、半導体ウエハは、典型的に
金属及び誘電体層の成膜、層のパターニング、及びエッチングを含む数々の加工工程にか
けられる。各加工工程では、ウエハの露出面を修正又は磨き、それに続く製作又は製造工
程のためそれを準備することが必要又は望ましい場合がある。表面修正プロセスは、一般
に成膜された伝導体、例えば金属、半導体及び／又は誘電体を修正するために使用される
ことがある。表面修正プロセスは、導電性材料、誘電体材料又は組み合わせの露出領域を
有するウエハ上に平坦な外部露出面を作るため使用されることがある。
【０００３】
　構造化ウエハの露出面を修正するあるいは磨く１つの最近の方法は、ウエハ表面を固定
研磨物品で処理する。使用する際、固定研磨物品は、動作がウエハ上の材料の層を修正す
るのに適合された状態で、多くの場合、作動液の存在下で半導体ウエハ表面と接触させ、
平坦で均一なウエハ表面をもたらすことがある。作動液がウエハの表面に適用され化学的
に修正され、又は別の方法で研磨粒子の作用下ウエハ表面からの材料の除去を容易にする
ことがある。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　広くは、本開示は、化学的機械的平坦化（ＣＭＰ）プロセスでウエハなどの加工物を研
磨する固定研磨物品に関する。本発明者は、ＣＭＰプロセスに使用される際、より長い耐
用期間及び他の性能強化を発揮する改善された固定研磨物品の必要性を見出した。本発明
を記載する目的のために、電子装置の製作に有用な半導体ウエハの形態の加工物を加工す
るのに好適な研磨物品の非限定的な実施例を記載する。当業者により他の加工物が使用さ
れてもよいことはいうまでもない。例えば、ＭＥＭＳデバイス、ハードデイスクドライブ
に使用される基材等は、本発明の物品によって研摩されてもよい。いくつかの実施形態で
は、本発明の研磨物品及び方法は、特に微細仕上げ用途に十分に適応される。
【０００５】
　１つの態様では、本開示は、複数個の三次元の研磨複合体を含む固定研磨物品を提供す
る。研磨複合体は、マトリックス材料中に分散した５００ナノメートル未満の体積平均径
を有する複数個の研磨粒子を含む。マトリックス材料は、ポリマー結合剤と２００ナノメ
ートル以下の体積平均径を有する複数個の無機充填剤粒子とを含む。
【０００６】
　別の態様では、本開示は、研磨物品に固定された複数個の三次元の研磨複合体を提供し
、複数個の三次元の研磨複合体はマトリックス材料中に分散した複数個の非セリア研磨粒
子を含み、マトリックス材料は、ポリマー結合剤と１，０００ｎｍ以下の体積平均径を有
する無機充填剤粒子とを更に含み、マトリックス材料の量と非セリア研磨粒子の量の比率
は、体積基準で少なくとも２である。ある実施形態では、非セリア研磨粒子の量と無機充
填剤粒子の量の比率は、体積基準で多くて３：１であり、ポリマー結合剤の量と非セリア
研磨粒子の量の比率は、体積基準で少なくとも２：１である。
【０００７】
　更なる態様では、本開示は、研磨物品に固定された複数個の三次元の研磨複合体を含む
固定研磨物品を提供し、複数個の磨複合体は、マトリックス材料中に分散した複数個の非
セリア研磨粒子を含み、マトリックス材料は、ポリマー結合剤と１，０００ｎｍ以下の体
積平均径を有する無機充填剤粒子とを更に含み、非セリア研磨粒子の量と無機充填剤の量
の比率は、体積基準で３以下である。ある実施形態では、マトリックス材料の量と非セリ
ア研磨粒子の量の比率は、体積基準で少なくとも２：１であり、ポリマー結合剤の量と非
セリア研磨粒子の量の比率は、体積基準で少なくとも２：１である。
【０００８】
　更なる態様では、本開示は、上記した固定研磨物品などの固定研磨物品を作製する方法
を提供する。固定研磨物品を作製する方法の１つの例示の実施形態では、複数個の三次元
の研磨複合体が形成され、研磨複合体は、マトリックス材料中に分散した５００ナノメー
トル未満の体積平均径を有する複数個の研磨粒子を含む。マトリックス材料は、ポリマー
結合剤と２００ナノメートル以下の体積平均径を有する複数個の分散した無機充填剤粒子
とを含む。
【０００９】
　固定研磨物品を作製する方法の別の例示の実施形態では、複数個の三次元の研磨複合体
が形成され、複数個の研磨複合体はマトリックス材料中に分散した複数個の非セリア研磨
粒子を含む。マトリックス材料は、ポリマー結合剤と１，０００ｎｍ以下の体積平均径と
を有する複数個の分散した無機充填剤粒子を含む。いくつかの実施形態では、マトリック
ス材料の量と非セリア研磨粒子の量の比率は、体積基準で少なくとも２である。他の実施
形態では、非セリア研磨粒子の量と無機充填剤の量の比率は、体積基準で３以下である。
【００１０】
　更なる態様では、本開示は、上記方法により作製された固定研磨物品を使用する方法を
提供する。いくつかの実施形態では、本開示は、ＣＭＰで固定研磨物品を使用する方法を
提供する。種々の実施形態において、方法は、ウエハを提供する工程と、ウエハを複数個
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の三次元の研磨複合体を含む固定研磨物品と接触させる工程と、所望により液体媒質の存
在下でウエハ及び固定研磨物品を相対的に移動させる工程と、を含む。１つの例示の実施
形態では、複数個の研磨複合体は、マトリックス材料中に分散した５００ナノメートル未
満の体積平均径を有する複数個の研磨粒子を含む。マトリックス材料は、ポリマー結合剤
と２００ナノメートル以下の体積平均径を有する複数個の分散した無機充填剤粒子とを更
に含む。
【００１１】
　別の例示の実施形態では、複数個の研磨複合体は、マトリックス材料中に分散した複数
個の非セリア研磨粒子を含む。マトリックス材料は、ポリマー結合剤と１，０００ｎｍ以
下の体積平均径を有する無機充填剤粒子とを更に含み、マトリックス材料の量と非セリア
研磨粒子の量の比率は、体積基準で少なくとも２である。代替の例示の実施形態では、非
セリア研磨粒子の量と無機充填剤の量の比率は、体積基準で３以下である。
【００１２】
　ＣＭＰプロセスに使用される改善された固定研磨物品を作製することは、本開示の１つ
以上の実施形態の利点であってもよい。いくつかの例示の実施形態では、固定研磨物品は
、誘電体材料を研磨するのに有用であってもよい。他の例示の実施形態では、固定研磨物
品は、ウエハ上に成膜された金属層、例えば銅、アルミニウム、又はタングステン層を研
磨するのに有用であってもよい。ある例示の実施形態では、そのような固定研磨物品は、
持続性があってもよく、例えば、研磨物品は、少なくとも５～２０枚、３０枚以上のウエ
ハですら処理することができる。いくつかの実施形態では、研磨物品は、良好な誘電体材
料除去速度も提供できる。更に、ある実施形態では、研磨物品は、許容できる平坦度、表
面仕上げ、及び最小のディッシングを有する半導体ウエハをもたらすことができる。
【００１３】
　上記課題を解決するための手段は、本開示の例示された各実施形態又は全ての実施を記
載するものではない。より詳細に以下に続く「発明を実施するための形態」では、本明細
書に開示した原理を使用した特定の好ましい実施形態を例示する。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本開示全体にわたり、以下の定義を適用する。
【００１５】
　「固定研磨物品」は、研磨プロセス時に放出されてもよいときを除いて実質的に取り付
けられてない研磨粒子がない一体化している研磨粒子である。
【００１６】
　「三次元研磨物品」は、研磨プロセス時に粒子のいくらかを取り除くことが、研磨作用
を実行することができる更なる研磨粒子を暴露するように、その厚さの少なくとも一部を
通る多数の研磨粒子を有する研磨物品である。
【００１７】
　「非平坦研磨物品」は、起立部分と凹部分とを有する研磨物品であり、少なくとも起立
部分は、研磨粒子及びポリマー結合剤を包含する。
【００１８】
　「侵食研磨物品」は、制御された方法の使用条件下で破壊する研磨物品である。
【００１９】
　「研磨複合体」は、研磨粒子及びポリマー結合剤を含む非平坦三次元研磨物品を集合的
に提供する複数個の成形体の１つを指す。
【００２０】
　「精密に成形された研磨複合体」は、複合体が成形型から除かれた後、保持されていて
もよい、実質的に成形型キャビティの逆である成形形状を有する研磨複合体を指す。ある
実施形態では、例えば、米国特許第５，１５２，９１７号（ピーパー（Pieper）ら）に記
載されたように、複合体は、研磨物品が使用される前に成形体の露出面を越えて突出する
研磨粒子が実質的になくてもよい。
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【００２１】
　「マトリックス材料」は、研磨粒子が分散される材料を指す。本明細書で使用されると
き、マトリックス材料は、ポリマー結合剤とポリマー結合剤中に分散した複数個のナノ微
粒子無機充填剤粒子とを含む。
【００２２】
　「ゾル」は、液体媒質中に分散した非凝集コロイド粒子の集合体を指す。
【００２３】
　「コロイド金属酸化物粒子」は、金属酸化物粒子を指し、好ましくは形状が球形状であ
り、１，０００ナノメートル以下の体積平均径を有する。
【００２４】
　「セラマー」は、ポリマー結合剤前駆体中に分散した実質的に非凝集コロイド金属酸化
物粒子を含む組成物を指す。
【００２５】
　半導体装置の製造時仕上げ操作に使用される固定研磨物品は、当該技術分野において記
載されている。それらは、平坦性などの得られた結果に対して、並びに使用済みの研磨剤
スラリーなどのプロセス材料の廃棄処分に対して利益を提供する。更に、それらは、ウエ
ハ表面に残るくずがより少なくなるプロセスに一般に使用される。そのようなくずは、多
大な洗浄作業を必要とする場合があり、特に形状寸法が減少するにつれてより低いデバイ
スの歩留まりをまねく場合がある。
【００２６】
　ＣＭＰ用固定研磨物品の上記議論に関して、出願者は、当該技術分野において記載され
た固定研磨物品の研磨性能が実質的に維持でき、一方で、研磨粒子の一部を同等容量のナ
ノ微粒子無機充填剤粒子と代替することにより全体的な物品耐用期間を強化することを発
見した。この代替は、所望の研磨率を有するため研磨粒子とポリマー結合剤の比率の最適
化を教示し、次に可塑剤、微細粒子状充填材（すなわち、１マイクロメートル又は１，０
００ナノメートルを超える体積平均径を有する充填材）及び研磨複合体の侵食性を修正す
るための他の薬剤を所望により導入するという、技術の教示に反している。
【００２７】
　技術は、露出された研磨粒子が鈍ったときにウエハ誘電体材料除去速度の減少を防止す
るために研磨粒子の表面で摩耗した研磨粒子を取り替えるには、研磨物品の有意な侵食性
度が必要であることを教示している。侵食性度の増加は、対応する研磨粒子の有用な耐用
期間の減少をもたらすことが更に教示された。したがって、固定研磨物品の耐久性増加の
取り組みは、研磨粒子が鈍るにつれ対応する材料除去速度が減少するという結果になって
いた。あるいは、固定研磨物品の材料除去速度を増加させる取り組みは、物品の耐用期間
の望ましくない減少を必然的にもたらしていた。
【００２８】
　いかなる特定の理論によっても束縛されるつもりはないが、出願者は、マトリックス材
料中に分散した研磨粒子をナノ微粒子無機充填剤粒子と代替し、固定研磨物品の研磨複合
体を形成することで研磨複合体の材料除去速度を実質的に維持する作用をし、一方で、固
定研磨物品の耐久性及び耐用期間を増加させることを見い出した。したがって、ある実施
形態では、研磨粒子の一部のナノ微粒子無機充填剤による代替は、研磨物品の全体的な耐
用期間の予期しない増加をもたらすことができ、一方で、研磨粒子だけを含有する研磨物
品を同等の体積分率で、類似の場合及びいくつかの場合、それを超える予想された材料除
去速度よりもより高く維持する。
【００２９】
　各実施形態は、本開示の趣旨及び範囲から逸脱することなく、様々な修正形態及び変更
形態を取ることができる。したがって、本開示は、以下に記載した実施形態に限定される
ものではなく、請求項及び全てのそれらの等価物に詳述された制限によって規制されると
理解される。特に、本明細書において列挙されるすべての数値及び範囲は、特に記述がな
い限り、用語「約」によって修正されることを意図する。端点による数値範囲の列挙には
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、その範囲内に包括される全ての数が包含される（例えば、１～５には、１、１．５、２
、２．７５、３、３．８０、４、及び５が包含される）。さて、本開示の種々の実施形態
を説明する。
【００３０】
　固定研磨物品
　本開示によるいくつかの例示の実施形態では、複数個の三次元の研磨複合体を含む固定
研磨物品が作製される。固定研磨物品を作製する１つの例示の方法では、複数個の三次元
の研磨複合体が形成される。研磨複合体は、マトリックス材料中に分散した５００ナノメ
ートル未満の体積平均径を有する複数個の研磨粒子を含む。マトリックス材料は、ポリマ
ー結合剤と約２００ナノメートル以下の体積平均径を有する複数個の分散した無機充填剤
粒子とを更に含む。
【００３１】
　別の例示の方法では、複数個の三次元の研磨複合体が形成され、複数個の研磨複合体は
、マトリックス材料中に分散した複数個の非セリア研磨粒子を含む。マトリックス材料は
、ポリマー結合剤と１，０００ｎｍ以下の体積平均径を有する無機充填剤粒子とを更に含
み、マトリックス材料の量と非セリア研磨粒子の量の比率は、体積基準で少なくとも２で
ある。
【００３２】
　代替の例示の方法では、複数個の三次元の研磨複合体が形成され、複数個の研磨複合体
は、マトリックス材料中に分散した複数個の非セリア研磨粒子を含む。マトリックス材料
は、ポリマー結合剤と１，０００ｎｍ以下の体積平均径を有する無機充填剤粒子とを更に
含み、非セリア研磨粒子の量と無機充填剤の量の比率は、体積基準で３以下である。
【００３３】
　本明細書に記載した固定研磨物品のいくつかの実施形態では、研磨複合体は、研磨物品
の厚さの少なくとも一部全体にわたって多数の研磨粒子があるように「三次元」である。
研磨粒子は、それに関連した「外見」を有してもよい、すなわち、それは、「非平坦」研
磨粒子であってもよい。これは、キュラー（Culler）ら（米国特許第５，９４２，０１５
号）の図３に示された研磨粒子を参照して見ることができ、ピラミッド形状複合体は、起
立部分であり、ピラミッドの間の谷は凹部分である。
【００３４】
　凹部分は、作動液をウエハ表面全体にわたって分配するのを手助けする通路として作用
してもよい。凹部分は、摩耗した研磨粒子並びに他のくずをウエハ及び研磨物品境界面か
ら取り除く手助けをし、望ましくない引っ掻き傷を最小限にする通路として作用してもよ
い。凹部分は、「静摩擦」として当該技術分野において既知の現象を最小限にしてもよい
。研磨表面が非平坦よりむしろ余りにも平滑である場合、研磨粒子は、ウエハ表面に粘着
する傾向があり、ウエハ表面に対してはめ込まれる場合がある。最後に、凹部分は、研磨
粒子の起立部分により高い単位圧力及び剪断力を可能にする場合があり、それにより研磨
表面から鈍った研磨粒子を追い出し、新しい研磨粒子を露出させるのを手助けしてもよい
。
【００３５】
　更に、ある実施形態では、研磨粒子は、サブパッドに固定された研磨層の形態であって
もよい。研磨層は、コーティング、押出成形又は当業者に周知の他の方法により形成され
てもよい。サブパッドは、前側面及び後側面を有してもよく、研磨層は、サブパッドの前
側面及び／又は後側面の上に存在してもよい。研磨層は、裏材の前側面に適用されてもよ
い。接着剤、例えば感圧接着剤は、裏材の対向する表面に適用されてもよい。裏材の後側
面は、研磨粒子をサブパッドに固定するため接着剤でサブパッドに取り付けられてもよい
。例えば、好適なサブパッドは、米国特許第５，６９２，９５０号及び同第６，００７，
４０７号に記載されている。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、本開示の研磨物品は、一般に形状が円形、例えば研磨ディス
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クの形態であってもよい。円形研磨ディスクの外側縁部は、好ましくは平滑であり、又は
扇形にされてもよい。研磨物品は、楕円形又は三角形、正方形、長方形等などの任意の多
角形形状の形態であってもよい。あるいは、研磨物品は、別の実施形態ではベルトの形態
であってもよい。研磨物品は、研磨技術分野で研磨テープロールと典型的に呼ばれるロー
ルの形態でもたらされてもよい。広くは、研磨テープロールは、ＣＭＰプロセス時に割送
りされ又は連続的に移動されてもよい。研磨物品は、穿孔され、研磨コーティング及び／
又は裏材を通って開口部をもたらし、使用前、使用中及び／又は使用後に液体媒質の通過
を可能にしてもよい。
【００３７】
　ある例示の実施形態では、研磨物品は、持続性であってもよい、例えば、研磨物品は、
少なくとも２枚、好ましくは少なくとも５枚、より好ましくは少なくとも２０枚、最も好
ましくは３０枚のウエハを処理できる。いくつかの実施形態では、固定研磨物品は、ウエ
ハ上に成膜された金属層、例えば、銅層、アルミニウム層、若しくはタングステン層を摩
耗及び／又は研磨するのに有用であってもよい。いくつかの実施形態では、研磨物品は、
良好な誘電体材料除去速度をもたらす。更に、ある実施形態では、研磨物品は、許容でき
る平坦度、表面仕上げ、及び最小のディッシングを有する半導体ウエハを生産することが
できる。いくつかの実施形態では、ウエハの材料組成、構造及び形状寸法は、研磨物品の
組成及び構造の選択に影響を及ぼす恐れがある。研磨物品を作製するのに使用される材料
、所望の外見及び／又はプロセスは、これらの基準を満たしているかどうかに影響を及ぼ
す恐れがある。
【００３８】
　他の例示の実施形態では、固定研磨物品は、第１主表面と第２主表面を有する裏材（以
下に記載するような）及び裏材の第１主表面に配置された複数個の研磨複合体を含む三次
元固定研磨物品であってもよい。
【００３９】
　研磨粒子
　本開示による研磨複合体は、ポリマー結合剤とナノ微粒子充填剤とを含むマトリックス
材料中に分散した研磨粒子を含む。研磨粒子は、ポリマー結合剤中に均質又は不均質に分
散されてもよい。用語「分散した」は、ポリマー結合剤全体にわたって分散される研磨粒
子及び／又はナノ微粒子充填剤粒子を指す。得られる研磨コーティングが、より均一な研
磨プロセスをもたらすように、研磨粒子及び／又はナノ微粒子充填剤粒子が、均質に分散
されていることが一般に好ましい場合がある。
【００４０】
　研磨粒子は、所望の性能を露出ウエハ表面に付与する任意の好適な研磨粒子であること
ができ、特定の研磨粒子が、特定の種類の材料に使用されてもよい。所望の性能としては
、材料除去速度、表面仕上げ及び露出ウエハ表面の平面性が挙げられてもよい。研磨粒子
は、ウエハ表面の具体的な材料により選択されてもよい。例えば、銅ウエハ表面に対して
は、好ましい研磨粒子は、αアルミナ粒子を含む。あるいは、アルミニウムウエハ表面に
対しては、好ましい研磨粒子は、α及びχアルミナを含む。ある例示の実施形態では、研
磨粒子は、アルミナ、セリア、シリカ、ジルコニア、炭化ホウ素、窒化ケイ素、立方晶窒
化ホウ素、ダイヤモンド類、又はそれらの組み合わせを含む。
【００４１】
　他の例示の実施形態では、研磨粒子は、材料除去プロセスのそれらの化学活性を減少さ
せるように具体的に選択される。例えば、セリア研磨粒子が導電性材料を研磨するため使
用されるある実施形態では、セリアの化学活性は、全体的な研磨性能に悪影響を及ぼす場
合がある。したがって、いくつかの例示の実施形態では、研磨粒子は、酸化セリウム（す
なわち、セリア）以外の粒子であるように選択される。これらの例示の実施形態のいくつ
かでは、研磨粒子は、アルミナ研磨粒子であるように選択される。好適なアルミナ研磨粒
子の例としては、溶融アルミナ（すなわち、酸化アルミニウム）、熱処理酸化アルミニウ
ム、白色溶融酸化アルミニウム、多孔質アルミナ、遷移金属浸透アルミナ、溶融アルミナ
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－ジルコニア、又はアルミナ系ゾルゲル由来研磨粒子が挙げられる。アルミナ研磨粒子は
、金属酸化物変性剤を包含してもよい。有用なアルミナ系ゾルゲル由来研磨粒子の例は、
米国特許第４，３１４，８２７号、同第４，６２３，３６４号、同第４，７４４，８０２
号、同第４，７７０，６７１号、及び同第４，８８１，９５１号に見出すことができる。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、研磨粒子は、研磨疑集体として提供されてもよい。研磨疑集
体の例は、米国特許第６，５５１，３６６号及び同第６，６４５，６２４号に見い出すこ
とができる。
【００４３】
　研磨粒子の寸法は、部分的に加工物の特定組成、例えばウエハ組成及び構造、並びに研
磨プロセス時に使用される任意の作動液の選択に基づき選択されてもよい。ほとんど全て
の場合、研磨粒子の範囲又は分布があるであろう。場合によっては、得られる研磨粒子が
、ウエハ上に非常に均一な表面仕上げをもたらすように粒径分布が厳密に制御されるのが
好ましい場合もある。この開示の目的のため、研磨粒子は、体積平均粒子径が参照され、
例えばレーザー光線散乱を使用して求められる。
【００４４】
　研磨粒子の平均粒子寸法（すなわち、体積平均粒子径）は、一般に約０．００１～約４
０マイクロメートルの範囲であってもよいが、典型的には０．０１～１０マイクロメート
ルである。ウエハ表面を修正又は磨くため、微細な研磨粒子が好ましい。広くは、約５マ
イクロメートル（５，０００ナノメートル、ｎｍ）以下の体積平均粒子直径を有する研磨
粒子が、本開示を実施するのに特に有用である。いくつかの実施形態では、好ましい研磨
粒子は、１．０マイクロメートル（１，０００ｎｍ）以下の体積平均粒子径を示す。ある
例示の実施形態では、研磨粒子は、０．５マイクロメートル（５００ｎｍ）以下の体積平
均粒子径を示すよう選択される。場合によっては、研磨粒子の体積平均粒子径は、０．３
５マイクロメートル以下であるように選択されてもよい。
【００４５】
　ナノ微粒子無機充填剤
　固定研磨物品は、無機充填剤粒子を更に含む。この開示の目的のため、無機充填剤粒子
は、研磨粒子によりもたらされた磨耗を基準にしてウエハ表面をいずれかの有意な程度に
も摩耗しない非有機粒子材料を含んでもよい。したがって、粒子材料が無機充填剤粒子で
あるかどうかは、材料の化学組成、研磨粒子を含む研磨粒子の組成及び寸法、摩耗される
基材の組成、例えばウエハの組成、並びに任意の作動液の組成によることになる。材料が
１つのウエハ表面の文脈の中で無機充填剤粒子として及び別のウエハ表面の文脈の中で研
磨粒子として作用することも可能である。有用な無機充填剤粒子としては、例えば、酸化
ケイ素、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化ジルコニウム、ガラス、又はそれらの組み
合わせを含む無機酸化物充填剤粒子が挙げられる。無機充填剤粒子は、粉末、ゲル、又は
ゾルの形態であることができる。
【００４６】
　本発明の特に有用な無機充填剤粒子は、ナノ微粒子無機充填剤であってよく、本明細書
では１マイクロメートル（すなわち、１，０００ナノメートル）以下の体積平均径を有す
る無機粒子として定義される。したがって、いくつかの実施形態では、ナノ微粒子無機充
填剤の好ましい体積平均径は、約１，０００ｎｍ以下、より好ましくは約５００ｎｍ以下
、更により好ましくは約１００ｎｍ以下であるように選択されてもよい。現在好ましいあ
る実施形態では、充填剤粒子は、約５０ｎｍ未満、最も好ましくは約２５ｎｍ未満の体積
平均径を示す。本開示の実施に好ましいナノ微粒子無機充填剤としては、シリカ（すなわ
ち、酸化ケイ素）、ジルコニア（すなわち、酸化ジルコニウム）、及びアルミナ（すなわ
ち、酸化アルミニウム）が挙げられる。コロイド金属酸化物粒子の形態のナノ微粒子無機
充填剤が好ましい場合がある。
【００４７】
　本発明に使用して特に好適なコロイド金属酸化物粒子は、ゾルとして分散され、約５～
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１，０００ナノメートル以下、好ましくは約１０～約１００ナノメートル、より好ましく
は約１０～約５０ナノメートルの平均粒子直径を有する非凝集金属酸化物粒子である。こ
れらの寸法範囲は、ポリマー結合剤中での金属酸化物粒子を分散する容易さと研磨物品の
耐用期間の改善の両方に基づくのが好ましい。
【００４８】
　コロイド金属酸化物粒子は、任意の酸化状態で任意の金属酸化物から形成されてもよい
。好ましい金属酸化物の例としては、シリカが最も好ましい状態で、シリカ、アルミナ、
ジルコニア、バナジア、チタニアが挙げられる。
【００４９】
　ポリマー結合剤中でのナノ微粒子無機充填剤の分散は、本発明の研磨物品の耐用年数を
増加させるのに重要であり得る。ナノ微粒子無機充填剤をポリマー結合剤に組み込む好ま
しい方法は、ポリマー結合剤をゾルと組み合わせることである。より好ましいのは、ポリ
マー結合剤前駆体をゾルと組み合わせることである。ゾルの液体媒質のかなりの部分をポ
リマー結合剤前駆体混合物から除去後、セラマーが形成されるのが好ましい、すなわち、
ナノ微粒子無機充填剤を含むコロイド金属酸化物粒子は実質的に非凝集である。セラマー
は、ゾルの液体媒質が実質的にないのが好ましい場合がある。より好ましくは、セラマー
は、５重量％未満のゾルの液体媒質、最も好ましくは１重量％未満のゾルの液体媒質を含
む。
【００５０】
　コロイド金属酸化物粒子の分散剤として好適な液体媒質の代表的な例としては、水、水
性アルコール溶液類、低脂肪族アルコール類、トルエン、エチレングリコール、ジメチル
アセトアミド、ホルムアミド、及びこれらの組み合わせが挙げられる。好ましい液体媒質
は水である。コロイド金属酸化物粒子が水に分散される際、粒子は、各粒子の表面の共通
荷電のために安定され、アグロメレーションよりもむしろ分散を促す傾向にある。同じ電
荷粒子が互いに反発し、それにより凝集を防止する。
【００５１】
　セラマーを調製するのに有用なゾルは、当該技術分野において周知の方法によって調製
することができる。また、水溶液中にゾルとして分散したコロイドシリカは、「ルドック
ス（LUDOX）」（デラウェア州ウィルミントン（Wilmington）のＥ．Ｉ．デュポン・ドゥ
・ヌムール社（E.I. dupont de Nemours and Co., Inc.））、「ニアコル（NYACOL）」（
マサチューセッツ州アッシュランド（Ashland）のニアコル社（Nyacol Co.））、及び「
ナルコ（NALCO）」（イリノイ州オークブルック（OakBrook）のナルコケミカル社（Nalco
 Chemical Co.））のような商標名の下で市販されている。非水性シリカゾル（シリカオ
ルガノゾルとも呼ばれる）も「ナルコ１０５７」（２－プロポキシエタノール中シリカゾ
ル、イリノイ州オークブルック（OakBrook）のナルコケミカル社（Nalco Chemical Co.）
）並びに「ＭＡ－ＳＴ」、「ＩＰ－ＳＴ」、及び「ＥＧ－ＳＴ」（日本、東京の日産化学
社（Nissan Chemical Industries））のような商標名の下で市販されている。他の酸化物
類のゾル、例えば「ナルコ（NALCO）ＩＳＪ－６１４」及び「ナルコ（NALCO）ＩＳＪ－６
１３」アルミナゾル並びに「ニアコル（NYACOL）１０／５０」ジルコニアゾルも市販され
ている。
【００５２】
　更なる実施形態では、無機充填剤は、１つ以上の表面処理剤を含む表面処理剤と共に提
供されてもよい。好適な表面処理剤の例としては、シラン類、チタン酸塩類、ジルコン酸
塩類、有機リン酸塩類、及び有機スルホン酸塩類が挙げられる。ナノ微粒子無機充填剤が
使用される場合、好ましい表面処理剤は、シラン化合物を含む。表面処理剤は、金属酸化
物ゾルと混合されてもよく、ポリマー結合剤又はポリマー結合剤前駆体中の金属酸化物粒
子の分散性を強化する。好ましい表面処理剤は、加水分解性シラン化合物である。この発
明に好適なシラン表面処理剤の例としては、オクチルトリエトキシシラン、ビニルトリメ
トキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエト
キシシラン、プロピルトリメトキシシラン、プロピルトリエトキシシラン、トリス－［３
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－（トリメトキシシリル）プロピル］イソシアヌレート、ビニル－トリス－（２－メトキ
シエトキシ）シラン、γ－メタクリルオキシプロピルトリメトキシシラン、β－（３，４
－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリ
メトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ－アミノプロピルトリ
エトキシシラン、γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－β－（アミノエチル）－
γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、ビス－（γ－トリメトキシシリルプロピル）ア
ミン、Ｎ－フェニル－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、γ－ウレイドプロピルト
リアルコキシシラン、γ－ウレイドプロピルトリメトキシシラン、アクリルオキシアルキ
ルトリメトキシシラン、メタクリルオキシアルキルトリメトキシシランフェニルトリクロ
ロシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、Ａ１２３０有標
非イオン性シラン分散剤（コネティカット州ダンベリー（Danbury）のＯＳＩスペシャリ
スト社（OSI Specialties, Inc.）から入手可能）が挙げられる。市販の表面処理剤の例
としては、「Ａ１７４」及び「Ａ１２３０」（コネティカット州ダンベリー（Danbury）
のＯＳＩスペシャリスト社（OSI Specialties, Inc.）から入手可能）が挙げられる。
【００５３】
　特定のポリマー結合剤又はポリマー結合剤前駆体中のナノ微粒子無機充填剤の分散性は
、表面処理剤の選択に依存してもよい。多くの場合、所望の分散度をもたらす２つ又はそ
れ以上の表面処理剤の混合物を有することが好ましい場合がある。ポリマー結合剤又はポ
リマー結合剤前駆体中で実質的に非凝集であるナノ微粒子無機充填剤の分散剤が好ましい
場合がある。
【００５４】
　更なる実施形態では、ナノ微粒子無機充填剤は、ポリマー結合剤及び／又はポリマー結
合剤前駆体の１つ以上とナノ微粒子無機充填剤粒子表面との間に関連橋かけをもたらす表
面処理剤により形成される表面処理を有してもよい。所望の場合、ポリマー結合剤又はポ
リマー結合剤前駆体及びナノ微粒子無機充填剤粒子表面の化学組成は、この橋かけを容易
にするため表面処理剤の化学組成と組み合わせて選択されてもよい。いくつかの実施形態
では、橋かけは、ポリマー結合剤又はポリマー結合剤前駆体と表面処理剤との間の固有の
引力（例えば、ファンデルワールス力）及び表面処理剤とナノ微粒子無機充填剤の表面と
の間の固有の引力により達成されてもよい。更なる実施形態では、橋かけは、ポリマー結
合剤、ポリマー結合剤前駆体、表面処理剤、及びナノ微粒子無機充填剤粒子表面の１つ以
上を含む官能基間の化学反応により達成されてもよく、酸塩基相互作用及びイオン相互作
用が含まれる。
【００５５】
　ナノ微粒子無機充填剤は、研磨物品の侵食性を変える場合がある。場合によっては、適
切なナノ微粒子無機充填剤及び量でナノ微粒子無機充填剤は、研磨粒子の侵食性を減少さ
せることができる。ナノ微粒子無機充填剤は、研磨物品のコストを削減させ、ポリマー結
合剤又はポリマー結合剤前駆体のレオロジーを変える及び／又は研磨物品の摩耗特性を変
えるために選択されてもよい。
【００５６】
　マトリックス材料及び結合剤
　本開示による固定研磨物品では、研磨粒子が研磨プロセス時研磨物品から容易に分離さ
れないように、研磨複合体は、研磨粒子を研磨物品に固定するマトリックス材料により形
成される。ある実施形態では、マトリックス材料は、ポリマー結合剤とポリマー結合剤中
に分散された複数個のナノ微粒子充填剤粒子とを含む。例えば、ポリマー結合剤は、ポリ
マー又はポリマー結合剤前駆体を含んでもよい。ある実施形態では、ポリマー結合剤は、
予備成形ポリマーである。
【００５７】
　あるいは、いくつかの実施形態では、研磨物品用ポリマー結合剤は、有機ポリマー結合
剤前駆体からその場で形成されてもよい。ポリマー結合剤前駆体は、好ましくはコーティ
ングできるように十分に流れることができ、その後固化することができる。固化は、硬化
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（例えば、重合及び／又は架橋）及び／又は乾燥又は単に冷却によって達成されてもよい
。ポリマー結合剤前駆体は、有機溶媒系、水系又は１００％固体（すなわち、実質的に溶
媒がない）組成物であってもよい。熱可塑性若しくは熱硬化性ポリマー又は材料、並びに
それらの組み合わせが、ポリマー結合剤前駆体として使用されてもよい。
【００５８】
　ある実施形態では、固定研磨物品は、ポリマー結合剤中に分散した複数個の研磨粒子を
含んでもよい。いくつかの実施形態では、ポリマー結合剤の特定の化学的及び機械的特性
は、研磨物品の性能に対して重要である場合がある。したがって、ポリマー結合剤は、研
磨物品の所望の特性をもたらすために選択されてもよい。
【００５９】
　ある実施形態では、好ましいポリマー結合剤は、フリーラジカル硬化性ポリマー結合剤
前駆体である。これらのポリマー結合剤前駆体は、熱エネルギー又は放射線エネルギーに
曝露すると同時に急速に重合することができる。フリーラジカル硬化性ポリマー結合剤前
駆体の１つの好ましい部分集合としては、エチレン性不飽和ポリマー結合剤前駆体が挙げ
られる。そのようなエチレン性不飽和ポリマー結合剤前駆体の例としては、ペンダントα
、β不飽和カルボニル基類、エチレン性不飽和モノマー類、例えばアクリレート類、又は
エチレン性不飽和オリゴマー類、アクリレート化イソシアヌレートモノマー類、アクリレ
ート化ウレタンオリゴマー類、アクリレート化エポキシモノマー類若しくはオリゴマー類
又は希釈剤類、アクリレートエステル類、及びこれらの混合物を有するアミノプラストモ
ノマー類又はオリゴマー類が挙げられる。用語アクリレートは、アクリレート類とメタク
リレート類の両方を含む。
【００６０】
　場合によっては、研磨複合体は、少なくとも１つの研磨材料、ナノ微粒子無機充填剤及
びポリマー結合剤又はポリマー結合剤前駆体を含むスラリーから形成されてもよい。いく
つかの実施形態では、無機充填剤及び研磨粒子は、体積基準で約７０％以下の研磨複合体
、好ましくは約５０％以下の研磨複合体を含む。いくつかの実施形態では、研磨複合体内
の研磨粒子及び充填剤粒子の体積分率に対する研磨粒子の体積分率は、約０．９０以下、
好ましくは０．７５以下である。いくつかの実施形態では、ポリマー結合剤又はポリマー
結合剤前駆体は、体積基準で少なくとも約３０％の研磨複合体、好ましくは少なくとも約
５０％の研磨複合体を含む。
【００６１】
　ポリマー結合剤前駆体は、好ましくは硬化性有機材料（すなわち、熱及び／若しくは電
子ビーム、紫外線、可視光線等などの他のエネルギー源に暴露すると、又はポリマーを硬
化若しくは重合させる化学触媒、水分若しくは他の薬剤の添加で経時的に重合若しくは／
又は架橋が可能なポリマー又は材料）であってもよい。結合剤前駆体例としては、エポキ
シポリマー類、アルキル化ユリアホルムアルデヒドポリマー類、メラミンホルムアルデヒ
ドポリマー類及びアルキル化ベンゾグアナミンホルムアルデヒドポリマー類などのアミノ
ポリマー類若しくはアミノプラストポリマー類、ビニルアクリレート類、アクリレート化
エポキシ類、アクリレート化ウレタン類、アクリレート化ポリエステル類、アクリレート
化ポリエーテル類、ビニルエーテル類、アクリレート化油及びアクリレート化シリコーン
類などのアクリレートとメタクリレート類を含むアクリレートポリマー類、ウレタンアル
キドポリマー類などのアルキドポリマー類、ポリエステルポリマー類、反応性ウレタンポ
リマー類、レゾール及びノボラックポリマー類などのフェノールポリマー類、フェノール
／ラテックスポリマー類、ビスフェノールエポキシポリマー類などのエポキシポリマー類
、イソシアネート類、イソシアヌレート類、アルキルアルコキシシランポリマー類を含む
ポリシロキサンポリマー類、又は反応性ビニルポリマー類が挙げられる。ポリマーは、モ
ノマー、オリゴマー、ポリマー又はそれらの組み合わせの形態であってもよい。好適なポ
リマー結合剤及びポリマー結合剤前駆体が、米国特許第６，１９４，３１７号（カイサキ
（Kaisaki）ら）に記載されている。
【００６２】
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　熱硬化性ポリマー結合剤に加え、熱可塑性ポリマー結合剤が使用されてもよい。好適な
熱可塑性ポリマー結合剤の例としては、ポリアミド類、ポリエチレン、ポリプロピレン、
ポリエステル類、ポリウレタン類、ポリエーテルイミド、ポリスルフォン、ポリスチレン
、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレンブロックコポリマー、スチレン－ブタジエン
－スチレンブロックコポリマー類、スチレン－イソプレン－スチレンブロックコポリマー
類、アセタールポリマー類、ポリ塩化ビニル、及びこれらの組み合わせが挙げられる。所
望により熱硬化性樹脂とブレンドされた水溶性ポリマー結合剤前駆体が使用されてもよい
。水溶性ポリマー結合剤前駆体の例としては、ポリビニルアルコール、獣皮にかわ、又は
ヒドロキシプロピルメチルセルロース、メチルセルロース若しくはヒドロキシエチルメチ
ルセルロースなどの水溶性セルロースエーテル類が挙げられる。
【００６３】
　マトリックス材料及びポリマー結合剤は、研磨粒子表面修正添加剤、分散剤、不動態化
剤、水溶性添加剤、感水性剤、結合剤、拡張剤、繊維、静電気防止剤、反応性希釈剤、反
応開始剤、懸濁化剤、潤滑剤、湿潤剤、界面活性剤、染料、ＵＶ安定剤、錯化剤、連鎖移
動剤、促進剤、触媒、又は活性剤などの他の添加剤を含んでもよい。体積比を計算する目
的のため、これらの化合物は、ポリマー結合剤及びマトリックス材料体積の一部であると
考えられる。これらの添加剤の量は、この開示により案内される当業者により容易に選択
され、所望の性能を提供してもよい。
【００６４】
　任意の裏材
　ある実施形態では、研磨物品は、裏材を更に含んでもよい。可撓性裏材及びより剛性な
裏材の両方を含む様々な裏材材料が、この目的のため好適である。裏材は、すでに研磨物
品に使用されている材料の群、例えば、紙、不織布材、布、処理布、高分子フィルム、プ
ライム高分子フィルム、金属フォイル、その処理版、及びこれらの組み合わせから選択さ
れてもよい。裏材の１つの好ましい種類は、高分子フィルムであってもよい。そのような
高分子フィルムの例としては、ポリエステルフィルム、コポリエステルフィルム、ミクロ
中空ポリエステルフィルム、ポリイミドフィルム、ポリアミドフィルム、ポリビニルアル
コールフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリエチレンフィルム等が挙げられる。現在
好ましい実施形態では、裏材は、プライムポリエステルフィルムであってもよい。
【００６５】
　高分子フィルム裏材の厚さは、一般に、約２０マイクロメートルから、好ましくは約５
０マイクロメートルから、最も好ましくは約６０マイクロメートルから、約１，０００マ
イクロメートルまで、より好ましくは約５００マイクロメートルまで、最も好ましくは約
２００マイクロメートルまでの範囲であってもよい。裏材の少なくとも１つの表面には、
マトリックス材料及び研磨粒子がコーティングされてもよい。ある実施形態では、裏材は
、厚さが均一であってもよい。裏材は厚さが十分に均一でないと、ＣＭＰプロセスに、ウ
エハ研磨均一性のばらつきがより大きくなる場合がある。
【００６６】
　広くは、研磨物品が裏材を含む場合、研磨粒子は、ポリマー結合剤及びナノ微粒子無機
充填剤粒子を含むマトリックス材料中に分散され、裏材に固定、付着又は固着される三次
元の研磨複合体を形成してもよい。
【００６７】
　研磨複合体を任意の裏材に固着するために使用されるポリマー結合剤は、研磨複合体を
形成するために使用されるポリマー結合剤と同じであってもよいし、異なっていてもよい
。いくつかの実施形態では、研磨複合体を固着又は形成するために使用されるポリマー結
合剤は、熱可塑性ポリマー結合剤又は熱硬化性ポリマー結合剤であってもよい。ポリマー
結合剤が熱硬化性ポリマー結合剤である場合、ポリマー結合剤は、好ましくはポリマー結
合剤前駆体から形成されてもよい。具体的に、好適なポリマー結合剤前駆体は、未硬化状
態で流動性である。研磨物品が作製されてもよい場合、ポリマー結合剤前駆体は、ポリマ
ー結合剤前駆体の硬化又は重合を開始するのを助けする条件（典型的にエネルギー源）に
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暴露されてもよい。この重合又は硬化工程時、ポリマー結合剤前駆体は、固化され、ポリ
マー結合剤に変換されてもよい。この発明では、ポリマー結合剤前駆体がフリーラジカル
硬化性ポリマーを含むことが望ましい場合がある。放射線などのエネルギー源に曝露する
と、フリーラジカル硬化性ポリマーは、鎖が伸長され、及び／又は架橋されポリマー結合
剤を形成してもよい。いくつかの好ましいフリーラジカル硬化性ポリマーの例としては、
アクリレートモノマー類、アクリレートオリゴマー類、又はアクリレートモノマーとオリ
ゴマーの組み合わせが挙げられる。
　ある追加の実施形態では、固定研磨物品は、固定研磨物品を研磨機に取り付けるのに好
適な接着剤を含む。所望により、接着剤は、感圧接着剤であってもよい。好ましくは、接
着剤は、裏材の裏側面、すなわち、マトリックス材料中に分散した研磨粒子でコーティン
グされた主要側面に対向する主要側面に適用され、三次元の研磨複合体を形成する。いく
つかの実施形態では、任意の裏材を有する固定研磨物品は、サブパッドと組み合わせて取
り付けられ又は使用されてもよい。好ましいサブパッドとしては、剛性及び／又は弾性要
素が挙げられる。好適なサブパッドが、米国特許第５，６９２，９５０号及び同第６，０
０７，４０７号に記載されている。
【００６８】
　研磨複合体構成
　個々の研磨複合体形状は、様々な幾何学的固体の任意の形態を有してもよい。好ましい
研磨複合体は、精密に形成された複合体が望ましい状態で精密に形成され（上記に定義し
たように）又は不規則に形成されてもよい。典型的に、研磨複合体は、研磨複合体の基部
、例えば裏材と接触する研磨複合体のその部分は、基部又は裏材から遠位の研磨複合体の
その部分よりも大きい表面積を有するように形成される。複合体の形状は、立方体、円筒
、プリズム、長方形角錘、切頭された角錘、円錘、半球形、切頭された円錘、十字架又は
遠位端を有する柱様横断面などの多数の幾何学的固体の中から選択されてもよい。複合体
ピラミッドは、４個、５個、又は６個の側部を有してもよい。研磨複合体は、異なる形状
の混合物を有してもよい。研磨複合体は、１列に並んで、同心円に、らせんに、若しくは
格子型に配列されてもよく、又はランダムに定置されてもよい。
【００６９】
　研磨複合体を形成する側部は、裏材に対して垂直であっても、裏材に対して傾斜してい
ても、遠位端に向かって漸減した幅で先細にされていてもよい。側部が先細にされる場合
、成形型又は製造具のキャビティから研磨複合体をより容易に取り外すことができる。先
細角度は、低末端部で約１度、好ましくは約２度、より好ましくは約３度、最も好ましく
は約５度から、高末端部で約７５度、好ましくは約５０度、より好ましくは約３５度、最
も好ましくは約１５度までの範囲であってもよい。より小さい角度が好ましい、というの
は、これが、複合体摩耗としての均一な公称接触面積をもたらすためである。したがって
、広くは、先細角度は、成形型又は製造具から研磨複合体の除去を容易にするのに十分大
きい角度と均一な断面積を作るのに十分小さい角度との妥協であってもよい。裏材におけ
るよりも遠位端で大きくてもよい断面を有する研磨複合体も使用されてもよいが、製作に
は、簡単な成形以外の方法を必要とする場合がある。
【００７０】
　各研磨複合体の高さは、好ましくは同じであってもよいが、単一研磨物品の高さを変え
た複合体を有することが可能である場合もある。裏材又は複合体間のランドに関する複合
体の高さは、一般に約２，０００マイクロメートル未満、より詳細には約２５マイクロメ
ートル～約２００マイクロメートルの範囲であってもよい。個々の研磨複合体の基部寸法
は、約５，０００マイクロメートル以下、好ましくは約１，０００マイクロメートル以下
、より好ましくは５００マイクロメートル未満であってもよい。個々の研磨複合体の基部
寸法は、好ましくは約５０マイクロメートルを超え、より好ましくは約１００マイクロメ
ートルを超える。研磨複合体の基部は、互いに当接していてもよいし、又はいくらかの特
定の距離だけ互いから離されていてもよい。
【００７１】
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　いくつかの実施形態では、隣接した研磨複合体間の物理的接触は、各接触した複合体の
垂直高さ寸法の３３％以下を包含する。より好ましくは、当接した複合体間の物理的接触
の量は、各接触した複合体の垂直高さの約１％～約２５％の範囲であってもよい。当接の
この定義は、配列もカバーし、そこでは隣接した複合体は、複合体の対向する側壁間で接
触及び伸長する共通の研磨複合体ランド又は橋様構造を共有する。好ましくは、ランド構
造は、各隣接した複合体の垂直高さ寸法の約３３％以下の高さを有する。研磨複合体ラン
ドは、研磨複合体を形成するために使用される同じスラリーから形成されてもよい。介入
しない複合体が、複合体の中心間で引かれた直接想像線上に位置してもよいという意味で
複合体は、「隣接」している。研磨複合体の少なくとも一部が、複合体の起立部分間に凹
部領域をもたらすように互いから分離されるのが好ましい場合がある。
【００７２】
　研磨複合体の直線空隙部は、直線１ｃｍ当たり約１研磨複合体～直線１ｃｍ当たり約２
００研磨複合体の範囲であってもよい。直線空隙部は、複合体の濃度が、一方の場所で他
方よりも大きくなってよいように変更されてもよい。例えば、濃度は、研磨物品の中心で
最大であってもよい。いくつかの実施形態では、複合体の面積密度は、約１～約４０，０
００複合体／ｃｍ２の範囲であってもよい。露出した裏材の面積を有することが実現可能
な場合もある、すなわち、研磨剤コーティングは、裏材の表面積全体をカバーしない。こ
の種類の配列は、米国特許第５，０１４，４６８号（ラヴィパティ（Ravipati）ら）に更
に記載されている。
【００７３】
　研磨複合体は、好ましくは裏材上に所定のパターンで並べられ、又は裏材上で所定の場
所に並べられる。例えば、裏材とその中にキャビティを有する製造具との間にスラリーを
供給することにより作製される研磨物品では、複合体の所定のパターンは、製造具のキャ
ビティのパターンに相当することになる。したがって、パターンは、物品から物品に再現
可能であってもよい。
【００７４】
　所定のパターンの１つの実施形態では、研磨複合体は、配列又は配置しており、それに
より複合体が、整列した横及び縦列又は代替のオフセットした横及び縦列などの規則的な
配列であることが示されてもよい。所望の場合、研磨複合体の第１列は、研磨複合体の第
２列の前に直接整列されてもよい。好ましくは、研磨複合体の第１列は、研磨複合体の第
２列からオフセットされてもよい。
【００７５】
　別の実施形態では、研磨材複合体が「ランダム」な配列又はパターンに並べられてもよ
い。これにより、複合体は、上記したように横及び縦列の規則的な配列ではないことが示
されてもよい。例えば、研磨複合体は、ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ　９５／０７７９７号（
１９９５年３月２３日公開）（ホップマン（Hoopman）ら）及び同ＷＯ　９５／２２４３
６号（１９９５年８月２４日公開）（ホップマン（Hoopman）ら）に記載されたような方
法で並べられてもよい。しかし、研磨物品上の複合体の位置が予め定められ、研磨物品を
作製するために使用される製造具内のキャビティの場所に相当してもよいという点でこの
「ランダム」な配列は所定のパターンであってもよいことが理解できる。
【００７６】
　三次元非平坦研磨物品は、可変の研磨コーティング組成物を有していてもよい。例えば
、研磨ディスクの中心は、研磨ディスクの外側領域と異なっていてもよい（例えば、軟質
、硬質、又は多少侵食性）研磨コーティング剤を包含してもよい。同様に、コーティング
組成は、研磨ウェブに対して変化してもよい。そのような変化は、連続であってもよく、
不連続な工程で発生してもよい。
【００７７】
　ＣＭＰで固定研磨剤を使用する方法
　いくつかの実施形態では、本開示は、ＣＭＰで固定研磨物品を使用する方法を提供する
。種々の実施形態において、方法は、ウエハを提供する工程と、ウエハを複数個の三次元
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研磨複合体を含む固定研磨物品と接触させる工程と、所望により液体媒質の存在下でウエ
ハ及び固定研磨物品を相対的に移動させる工程と、を含む。１つの例示の実施形態では、
複数個の研磨複合体は、マトリックス材料中に分散した５００ナノメートル未満の体積平
均径を有する複数個の研磨粒子を含む。ある実施形態では、マトリックス材料は、ポリマ
ー結合剤と２００ナノメートル以下の体積平均径を有する複数個の分散した無機充填剤粒
子とを更に含む。
【００７８】
　別の例示の実施形態では、複数個の研磨複合体は、マトリックス材料中に分散した複数
個の非セリア研磨粒子を含む。マトリックス材料は、ポリマー結合剤と１，０００ｎｍ以
下の体積平均径を有する無機充填剤粒子とを更に含み、いくつかの実施形態では、マトリ
ックス材料の量と非セリア研磨粒子の量の比率は、体積基準で少なくとも２である。代替
の例示の実施形態では、非セリア研磨粒子の量と無機充填剤の量の比率は、体積基準で３
以下である。
【００７９】
　ＣＭＰプロセス操作条件
　いくつかの例示の実施形態では、本開示の固定研磨物品は、ウエハに成膜された金属層
、例えば、銅層、アルミニウム層、若しくはタングステン層を摩耗及び／又は研磨するの
に有用であってもよい。他の例示の実施形態では、固定研磨物品は、ウエハ及び／又はウ
エハ自体に成膜された誘電体材料を摩耗及び／又は研磨するのに有用であってもよい。ウ
エハ研磨率及び特性に影響を及ぼす変数としては、例えば、ウエハ表面と研磨粒子との間
の適切な接触圧の選択、液体媒質の種類、ウエハ表面と研磨粒子との間の相対速度及び相
対運動、並びに液体媒質の流速が挙げられる。これらの変数は独立しており、処理される
個々のウエハ表面に基づき選択される。
【００８０】
　広くは、１枚の半導体ウエハに対して多数のプロセス工程がある場合があるため、半導
体製造産業は、プロセスが比較的高い材料除去速度をもたらすことになるのを期待してい
る。いくつかの実施形態では、材料除去速度は、少なくとも１００オングストローム／分
（Å／分）、好ましくは少なくとも５００Å／分、より好ましくは少なくとも１，０００
Å／分、最も好ましくは少なくとも１５００Å／分であってもよい。場合によっては、導
電性材料除去速度が、少なくとも２，０００Å／分、ある実施形態では、３，０００又は
４，０００Å／分ですら望ましい場合がある。特定の研磨物品で得られた材料除去速度は
、機械条件及び処理されるウエハ表面の種類により変わる場合がある。しかし、伝導体又
は誘電体材料の高い除去速度を有することが一般に望ましい場合があるが、伝導体又は誘
電体材料除去速度は、所望の表面仕上げ及び／又はウエハ表面のトポグラフィーを損なわ
ないように選択されてもよい。
【００８１】
　広くは、実質的にかき傷及び欠陥がないウエハ表面仕上げが好ましい。ウエハの表面仕
上げは、既知の方法によって評価されてもよい。１つの好ましい方法は、粗さの程度を提
供し、かき傷又は他の表面欠陥を示すことのできるウエハ表面のＲｔ値を測定することで
あってもよい。ウエハ表面は、好ましくは修正され、約４，０００オングストローム（Å
）以下、より好ましくは約２，０００オングストロームÅ以下、更により好ましくは約５
００オングストロームÅ以下のＲｔ値をもたらしてもよい。Ｒｔは、典型的にワイコ（Wy
ko）ＰＳＴプラス（PLUS）干渉計（アリゾナ州ツーソン（Tucson）のワイコ社（Wyko Cor
p.））又はテンコール（TENCOR）表面計（カリフォルニア州、サンノゼ（San Jose）のケ
ーエルエー・テンコール社（KLA-TENCOR Corp.）などの干渉計を用いて測定される。かき
傷検出は、暗視野顕微鏡により測定されてもよい。かき傷深さは、原子間力顕微鏡により
測定されてもよい。
【００８２】
　出願者は、本開示による固定研磨物品が、開示による方法に使用される際、例示された
界面圧力で良好な導電性材料材料除去速度を提供することを発見した。また、平坦化プロ
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セス内で２つ又はそれ以上の処理条件が使用されてもよい。例えば、第１処理セグメント
は、第２処理セグメントよりも高い界面圧力を含んでもよい。ウエハ及び／又は研磨物品
の回転及び並進速度は、研磨プロセス時に変更されてもよい。いくつかの実施形態では、
研磨物品は、多工程研磨プロセスに使用されてもよい。例えば、いくつかの多工程研磨プ
ロセスでは、固定研磨剤は、第１工程に、１つ以上のそれに続く工程に又は全ての工程に
使用されてもよい。他の例示の実施形態では、工程の１つ以上は、固定研磨物品と共に又
は固定研磨物品の不在下で、いずれかで使用される研磨スラリーを含んでもよい。
【００８３】
　ウエハ表面処理は、ウエハ表面の組成に基づき選択されてもよい作動液の存在下で行わ
れてもよい。いくつかの用途では、作動液は、典型的に水を含む。作動液は、研磨物品と
組み合わせて化学的機械的研磨プロセスによる処理を支援してもよい。研磨の化学的部分
の間、作動液は、外側又は露出ウエハ表面と反応してもよい。そして、処理の機械的部分
の間、研磨物品は、この反応生成物を除去してもよい。金属表面の処理時、作動液は、酸
化物質又は剤などの化学エッチング剤を含む水溶液であることが望ましい場合がある。
【００８４】
　例えば、作動液中の酸化剤が銅と反応し酸化銅の表面層を形成する際に銅の化学研磨が
行われてもよい。研磨物品がこの金属酸化物をウエハ表面から除去する際に機械的プロセ
スが行われる。あるいは、金属は、先ず機械的に除去され、続いて作動液中の成分と反応
してもよい。好適な作動液が、米国特許第６，１９４，３１７号（カイサキ（Kaisaki）
ら）に記載されている。
【００８５】
　他の有用な化学エッチング剤としては、錯化剤が挙げられる。これらの錯化剤は、錯化
剤とウエハ表面との間の化学相互作用が、研磨複合体の機械的作用によってより容易に除
去されてもよい層を作るという点で前述した酸化剤と同じ方法で機能してもよい。
【００８６】
　１つの好適な作動液は、水溶液中にキレート化剤、酸化剤、イオン緩衝剤、及び不動態
化剤を含む。１つのそのような例示の作動液は、例えば、（ＮＨ４）２ＨＰＯ４、過酸化
水素、クエン酸アンモニウム、１－Ｈ－ベンゾトリアゾール、及び水を含んでもよい。典
型的に、溶液は、銅ウエハを研磨するために使用されてもよい。別の好適な作動液は、水
溶液中に酸化剤、酸、及び不動態化剤を含む。１つのそのような例示の作動液は、例えば
、過酸化水素、リン酸、１－Ｈ－ベンゾトリアゾール、及び水を含んでもよい。
【００８７】
　作動液の量は、好ましくは表面から金属又は金属酸化物堆積物の除去を助けるのに十分
であってもよい。多くの場合、基本作動液及び／又は化学エッチング剤からの液体で十分
であるかもしれない。しかし、場合によっては、第１作動液に加えて平坦化境界面で第２
作動液を有することが好ましい場合もある。この第２液は、第１液と同じであってもよい
し、異なっていてもよい。
【実施例】
【００８８】
　以下の例示の実施例は、本発明の実施形態を説明するためのものであり、限定するもの
ではない。
【００８９】
　方法１：アルミナ研磨剤スラリー調製
　アルミナ研磨剤スラリーは、以下の成分：４５．０ｇのＳＲ　３３９　２－フェノキシ
エチルアクリレート（ペンシルベニア州エクストン（Exton）のサートマー社（Sartomer 
Company））、３０．０ｇのＳＲ　９００３プロポキシル化ネオペンチルグリコールジア
クリレート（ペンシルベニア州エクストン（Exton）のサートマー社（Sartomer Company
））、２．１６ｇのシポマー（Sipomer）（商標）β－ＣＥＡカルボキシエチルアクリレ
ート（ニュージャージー州クランブリー（Cranbury）のローディア社（Rhodia Inc.））
、５．００ｇのディスパービク（Disperbyk）（商標）１１１ホスフェート化ポリエステ
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ル立体基（コネティカット州ウォーリングフォード（Wallingford）のビックケミー（BYK
 Chemie））、２１６．４ｇのティゾックス（Tizox）（商標）８１０９アルミナ（ニュー
ヨーク州ペンヤン（Penn Yan）のフェロー・エレクトロニック・マテリアルズ（Ferro El
ectronic Materials））、０．８０ｇのイルガキュア（Irgacure）（商標）８１９ビス（
２，４，６－トリメチルベンゾイルフェニルホスフィンオキシド（ニューヨーク州タリタ
ウン（Tarrytown）のチバ・スペシャルティ・ケミカルズ（Ciba Specialty Chemicals）
）を組み合わせ研磨剤スラリーを形成することにより調製した。アクリレートは、シポマ
ー（Sipomer）（商標）β－ＣＥＡ及びディスパービク（Disperbyk）（商標）１１１を添
加する前に５分混合した。攪拌は後の２つの成分を添加した後５分間継続した。アルミナ
添加後、スラリーは高せん断ミキサーで１時間混合し、続いて、イルガキュア（Irgacure
）（商標）８１９を組成物に添加し、それを３０分更に混合した。
【００９０】
　方法２：ナノシリカ樹脂スラリー調製
　前駆体溶液は、３００．０ｇのナルコ（Nalco）（商標）２３２７コロイドシリカ（イ
リノイ州ネイパービル（Naperville）のナルコケミカル社（Nalco Chemical Company））
、３４５．０ｇの１－メトキシ－２－プロパノール（ミズーリ州セントルイス（St. Loui
s）のシグマ・アルドリッチ社（Sigma-Aldrich, Inc.））、７．４４ｇＡ１２３０有標非
イオン性シラン分散剤（コネティカット州ダンベリー（Danbury）のユニオンカーバイド
社（Union Carbide Corp.））、１４．７８ｇのＡ１７４γ－メタクリルオキシプロピル
－トリメトキシシラン（コネティカット州ダンベリー（Danbury）のユニオンカーバイド
社（Union Carbide Corp.））を組み合わせることにより調製してもよい。先ず、Ａ１２
３０及びＡ１７４を１－メトキシ－２－プロパノールに添加し、続いてこの溶液をナルコ
（Nalco）（商標）２３２７コロイドシリカに滴下により添加した。前駆体溶液は、ガラ
ス容器に定置し、密封し、８０℃で約２０時間オーブン内に定置し、オーブンから取り出
し、室温に冷却させた。
【００９１】
　ナノシリカ樹脂スラリーは、６０６．１ｇの前駆体溶液、４５．０ｇのＳＲ　３３９　
２－フェノキシエチルアクリレート及び３０．０ｇのＳＲ　９００３　プロポキシル化ネ
オペンチルグリコールジアクリレートを１，０００ｍＬフラスコ中に組み合わせることに
より調製した。フラスコは、５０～６０℃の水温を有するバンチ（Buchi）（商標）４６
１水浴を装着したバンチ（Buchi）（商標）ＲＥ１２１ロータリーエバポレーター（スイ
スのバンチラボテクニック社（Buchi Labrotechnik AG）から）に接続し、１分当たり１
２０回転（ｒｐｍ）で回転した。アスピレータを使用し、約３．６ｋＰａ（２７ｍｍＨｇ
）の真空をフラスコに適用した、混合物の揮発性成分が蒸発し始め、収集フラスコにより
溶液から取り除いた。１５分後、水浴の設定点を上げ、約９０℃の最終水浴温度を得た。
水浴設定点を増加させた後、約３．７ｋＰａ（２８ｍｍＨｇ）の真空を約２時間継続した
。組成物は、ロータリーエバポレーターから取り出し、室温に冷却させた。１９１．７ｇ
の上記ナノシリカ組成物に０．７５ｇのイルガキュア（Irgacure）（商標）８１９を添加
し、ナノシリカ樹脂スラリーを３０分混合した。
【００９２】
　方法３：アルミナ研磨剤－ナノシリカ樹脂スラリー調製
　アルミナ研磨剤－ナノシリカ樹脂スラリーは、方法１により記載したようなアルミナ研
磨剤スラリーと方法２により記載したようなナノシリカ樹脂スラリーの適切な量を約１５
分一緒に混合することにより調製した。高せん断混合ブレードは、低ｒｐｍで使用した。
以下の混合物を調製した。
　混合物１：３０．０ｇのナノシリカ樹脂スラリーと６０．０ｇのアルミナ研磨剤スラリ
ー。
　混合物２：４５．０ｇのナノシリカ樹脂スラリーと４５．０ｇのアルミナ研磨剤スラリ
ー。
　混合物３：６０．０ｇのナノシリカ樹脂スラリーと３０．０ｇのアルミナ研磨剤スラリ
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ー。
　混合物４：９２．３ｇのナノシリカ樹脂スラリーと１０．８ｇのアルミナ研磨剤スラリ
ー。
【００９３】
　方法４：固定研磨物品の調製
　ポリプロピレン製造具、約５０ｃｍ×５０ｃｍ（２０インチ×２０インチ）、を準備し
た、それは高さ６３μｍ及び同じではないが各側部を有し、約１２５μｍの幅並びに５５
．５度、５９度及び５５．５度の角部角度を有した三角錐の具体的な寸法を有する所定の
配列で配置された一連のキャビティを含んでいた。製造具は、本質的に研磨複合体の所望
の形状、寸法及び配列の逆のものであった。製造具は、マスキング型感圧接着剤テープを
使用し金属キャリアプレートに固定した。研磨剤スラリーは、研磨剤スラリーがキャビテ
ィを完全に満たすようにゴムスキージを使用して製造具のキャビティ内にコーティングさ
れた。次に、０．１２７ミリメートル（５ミル）厚さプライムポリエステル（ＰＥＴ）裏
材を製造具のキャビティ内に含有された研磨剤スラリーと接触させた。金属キャリアプレ
ートに固定された裏材、研磨剤スラリー及び製造具は、ケミ・インスツルメント（Chem I
nstruments）からの実験室用卓上ラミネーター（bench top laboratory laminator）（型
式＃００１９９８）を通過させた。物品は、約２１０～４２０Ｐａ（３０～６０ｐｓｉ）
の圧力、約１ｃｍ／秒の速度で２つのゴムローラー間に連続して供給した。
【００９４】
　圧力調整は、コーティングの一般的な品質により行った。次に、約６．３ｍｍ（１／４
インチ）厚さの石英プレートは、裏材全体をカバーした裏材の上部に定置した。物品は、
金属キャリアプレート、具、研磨材スラリー、裏材、及び石英プレートを約１５７．５ワ
ット／ｃｍ（４００ワット／インチ）で操作した２つの紫外線ランプ（「Ｖ」バルブ、フ
ュージョンシステムズ社（Fusion Systems Inc.）から入手可能）の下を通過させること
により硬化した。放射線は、石英プレート及びＰＥＴ裏材を通過した。速度は、約４．４
メートル／分（１５フィート／分）であり、試料は、ランプの下を同じプロセス条件で２
回通過した。研磨物品は、ＰＥＴ裏材上でゆっくり引張ることにより製造具から取り除い
た。
【００９５】
　方法４を使用し、研磨物品の以下の４つの実施例及び２つの比較例を調製した。
　実施例１は、混合物１から調製した。
　実施例２は、混合物２から調製した。
　実施例３は、混合物３から調製した。
　実施例４は、混合物４から調製した。
　比較例１は、方法１のアルミナ研磨材スラリーから調製した。
　比較例２は、方法２のナノシリカ樹脂スラリーから調製した。
　実施例及び比較例の粒径及び組成比を表１にまとめる。
【表１】
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　研磨物品は、３Ｍ　４４２　ＤＬ感圧接着剤（ミネソタ州セントポール（St. Paul）の
３Ｍ社（3M Company）から入手可能）を使用し、手でサブパッドの剛性構成要素に積層し
た。生産では、ポリカーボネート、弾性構成要素に積層されたＧＥポリマーシェイプス（
GE Polymershapes）（インディアナ州マウントバーノン（Mount Vernon））からシート状
にした８０１０ＭＣレキサン（Lexan）ポリカーボネート（ＰＣ）、３Ｍ　９６７１感圧
接着剤（ミネソタ州セントポール（St. Paul）の３Ｍ社（3M Company）から入手可能）を
有するボルテック（Voltek）（マサチューセッツ州ローレンス（Lawrence）の積水アメリ
カ社（Sekisui America Corp.）の部門）からのボルテックボララ（VOLTEC VOLARA）型式
ＥＯフォーム１９２ｇ／Ｌ（１立方フィート当たり１２ポンド）の剛性構成要素を含むサ
ブパッドを製造した。サブパッドに取り付けた研磨物品は、続いてＣＭＰ研磨実験に使用
するため好適な３０ｃｍ（１２インチ）直径円形パッドにダイカットした。
【００９７】
　方法５：ウエハ研磨
　銅コーティングされたブランケットウエハは、両方ともカリフォルニア州サンノゼ（Sa
n Jose）のウエハネット（WaferNet）又はシリコンバレーマイクロエレクトロニクス（Si
licon Valley Microelectronics）のいずれかから購入した１００ｍｍ直径及び約０．５
ｍｍ厚さを有する単結晶シリコンベースユニットから作製した。金属層を成膜する前に、
二酸化ケイ素層、ＴＥＯＳ、約５，０００μｍ厚さをシリコンウエハに成膜した。チタン
接着／バリア層は、金属蒸着前に二酸化ケイ素層に成膜した。
【００９８】
　Ｔｉの厚さは典型的に２００μｍであったが、１００～３００μｍの範囲であってもよ
い。次に、Ｃｕの均一層は、物理蒸着（ＰＶＤ）を使用してシリコンベース上に成膜した
。金属層の厚さは、典型的に１１，０００～１２，０００μｍであった。１０．２ｃｍ（
４インチ）直径（１００ｍｍ）Ｃｕディスクは、ペンシルベニア州バーウィン（Berwin）
のグッドフェロー社（Goodfellow Corp.）から得た。
【００９９】
　殺生物剤のないＣｕＣＭＰソルーション（Solution）ＣＰＳ－１１は、３Ｍ社（3M Com
pany）から得た。水性過酸化水素溶液（過酸化水素３０重量％）は、研磨前にＣＰＳ－１
１に添加した。ＣＰＳ－１１／３０％Ｈ２Ｏ２重量比は９４５／５５であった。この溶液
を全ての研磨実験に使用した。
【０１００】
　１００ｍｍ（３．９４インチ）直径ウエハ又はディスクを保持可能なキャリアを装着し
たストラウスバー（Strausbaugh）型式番号６Ｙ－１研磨装置をウエハ研磨のため使用し
た。研磨は、圧盤速度４０ｒｐｍ、キャリア速度４０ｒｐｍ、下向力２０．７ｋＰａ（３
．０ｐｓｉ）、及びパッド上の研磨溶液流速４０ｍＬ／分で行った。研磨装置は、カリフ
ォルニア州ロングビーチ（Long Beach）のＲ．Ｈ．ハワードストラウスバー社（Howard S
trausbaugh, Inc.）から得た。表２に示した研磨順序を使用した。



(22) JP 2010-513050 A 2010.4.30

10

20

30

40

50

【表２】

【０１０１】
　除去速度は、初期（すなわち、研磨前）厚さ及び最終（すなわち、研磨後）厚さから研
磨される層の厚さの変化を求めることにより計算した。厚さ測定は、カリフォルニア州サ
ンタクララ（Santa Clara）のテンコールインスツルメント（Tencor Instruments）プロ
メトリックス（Prometrix）部門からのテンコーオムニマップ（Tencor OmniMap）ＮＣ１
１０非接触金属モニタリングシステム（Non-Contacting Metals Monitoring System）を
使用して行った。ウエハ当たり５点測定した。１つはウエハの中心であり、４つはウエハ
の外径約８．９ｃｍ（３．５インチ）にほぼ近い９０度の間隔でウエハの中心から間隔を
おいて配置した。所定の固定研磨物品の最終除去速度値は、表２に定義したように研磨さ
れた最後の５つのブランケットウエハの平均値であってもよい。
【０１０２】
　研磨後、パッドの見掛け％接地面積（％ＢＡ）は、研磨物品の三角形接触表面の平均寸
法と三角形基部の既知の寸法を比較することにより光学顕微鏡により測定した。パッド中
心から約９０°離れ、約７５ミリメートル（３インチ）外側のパッド当たりの４つの部位
を試験した。研磨物品表面の一部を含む１０三角形を部位当たり測定し、平均を取り、次
に４つの部位の平均を見掛け％接地面積の最終値として採用した。
　研磨試験時除去された固定研磨物品の体積は、見掛け％接地面積の３／２乗としてスケ
ール変更する。
　見掛け％接地面積に基づき、摩耗の相対体積の値が以下のように計算されることができ
る。
　摩耗の相対体積＝［（％ＢＡ）３／２］／［（％ＢＡ比較例１）３／２］
【０１０３】
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　全ての研磨物品の摩耗の相対体積は、上記式の分母の比較例１の％ＢＡで計算した。比
較例１及び２のものの間の直線補間に対して予測されるものからの偏差に加えて各固定研
磨物品の摩耗の相対体積がパーセント単位で表３に示されている。比較例１及び２のもの
の間の直線補間に対して予測されるものからのＣｕ除去速度及びが偏差がパーセント単位
で表４に示されている。表４に示したようにアルミナの体積分率は、アルミナの体積と無
機充填剤を加えたアルミナの体積の比率である。
【表３】

【表４】

【０１０４】
　この開示の範囲及び趣旨から逸脱することなく種々の変更を行うことができることは上
記の説明から当業者には明白であり、この開示が上に詳述した例示の実施形態に必要以上
に限定されないことが理解されるであろう。本開示の様々な実施形態について説明した。
これら及び他の実施形態は、以下の特許請求の範囲に含まれる。
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【国際調査報告】



(25) JP 2010-513050 A 2010.4.30

10

20

30

40



(26) JP 2010-513050 A 2010.4.30

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｂ２４Ｂ  37/04    　　　Ｘ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  21/304   ６２２Ｆ          　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(
BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,
CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,K
P,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU
,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(74)代理人  100120134
            弁理士　大森　規雄
(74)代理人  100104282
            弁理士　鈴木　康仁
(72)発明者  コロッジ，ジェフェリー，エス．
            アメリカ合衆国　ミネソタ州　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボッ
            クス　３３４２７，スリーエム　センター
Ｆターム(参考) 3C058 AA02  AA09  CB01  DA02 
　　　　 　　  3C063 BB02  BB03  BB07  BC03  BD01  BD02  BH07  EE10  FF23 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	search-report
	overflow

